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（
武
力
攻
撃
事
態
へ
の
対
処
に
関
す
る
特
別
委
員
会
）

自
衛
隊
法
及
び
防
衛
庁
の
職
員
の
給
与
等
に
関
す
る
法
律
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案
（
第
百
五
十
四
回
国
会

閣
法
第
八
九
号

（
衆
議
院
送
付
）
要
旨

）

本
法
律
案
は
、
防
衛
出
動
時
及
び
防
衛
出
動
下
令
前
に
お
け
る
所
要
の
行
動
及
び
権
限
に
関
す
る
規
定
を
整
備
し
、
並
び
に

損
失
補
償
の
手
続
等
を
整
備
す
る
と
と
も
に
、
関
係
法
律
の
適
用
に
つ
い
て
所
要
の
特
例
規
定
を
設
け
る
ほ
か
、
武
力
攻
撃
事

態
に
至
っ
た
と
き
の
対
処
基
本
方
針
に
係
る
国
会
承
認
等
が
新
設
さ
れ
る
こ
と
に
伴
い
防
衛
出
動
命
令
の
手
続
に
つ
い
て
所
要

の
整
備
を
行
い
、
併
せ
て
防
衛
出
動
を
命
ぜ
ら
れ
た
職
員
に
対
す
る
防
衛
出
動
手
当
の
支
給
、
災
害
補
償
そ
の
他
給
与
に
関
し

必
要
な
特
別
の
措
置
を
定
め
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
っ
て
、
そ
の
主
な
内
容
は
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

一
、
自
衛
隊
法
第
百
三
条
の
規
定
に
よ
り
土
地
を
使
用
す
る
場
合
に
お
い
て
、
都
道
府
県
知
事
等
は
当
該
土
地
の
上
に
あ
る
立

木
等
を
移
転
又
は
処
分
す
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
と
し
、
同
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
家
屋
を
使
用
す
る
場
合
に
お
い
て
、

都
道
府
県
知
事
等
は
当
該
家
屋
の
形
状
を
変
更
す
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
と
す
る
と
と
も
に
、
同
条
の
規
定
に
よ
り
処
分
を

行
う
場
合
に
は
、
都
道
府
県
知
事
等
は
公
用
令
書
を
交
付
し
て
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
、
及
び
、
こ
の
場
合
に
お
い

て
、
土
地
の
使
用
に
際
し
て
公
用
令
書
を
交
付
す
べ
き
相
手
方
の
所
在
が
知
れ
な
い
場
合
等
に
あ
っ
て
は
事
後
に
公
用
令
書
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を
交
付
す
れ
ば
足
り
る
こ
と
等
と
す
る
。

二
、
自
衛
隊
の
行
動
と
し
て
防
衛
出
動
下
令
前
の
防
御
施
設
構
築
の
措
置
を
新
設
す
る
と
と
も
に
、
当
該
職
務
に
従
事
す
る
自

衛
官
が
自
己
又
は
自
己
と
共
に
当
該
職
務
に
従
事
す
る
隊
員
の
生
命
等
の
防
護
の
た
め
や
む
を
得
な
い
場
合
に
武
器
を
使
用

す
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
と
し
、
及
び
、
防
御
施
設
構
築
の
措
置
を
命
ぜ
ら
れ
た
自
衛
隊
の
部
隊
等
の
任
務
遂
行
上
必
要
が

あ
る
と
認
め
ら
れ
る
と
き
は
、
都
道
府
県
知
事
は
防
衛
庁
長
官
等
の
要
請
に
基
づ
き
土
地
を
使
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と

と
す
る
。

三
、
防
衛
出
動
を
命
ぜ
ら
れ
た
自
衛
隊
の
自
衛
官
は
、
当
該
自
衛
隊
の
行
動
に
係
る
地
域
内
を
緊
急
に
移
動
す
る
場
合
に
お
い

て
、
一
般
交
通
の
用
に
供
し
な
い
通
路
等
を
通
行
す
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
と
す
る
。

四
、
道
路
法
等
に
つ
い
て
、
防
衛
出
動
等
を
命
ぜ
ら
れ
た
自
衛
隊
の
任
務
遂
行
を
円
滑
な
ら
し
め
る
た
め
、
適
用
除
外
そ
の
他

の
特
例
を
設
け
る
こ
と
と
す
る
。

五
、
取
扱
物
資
の
保
管
命
令
に
違
反
し
て
当
該
物
資
を
隠
匿
し
、
毀
棄
し
、
又
は
搬
出
し
た
者
は
六
月
以
下
の
懲
役
又
は
三
十

万
円
以
下
の
罰
金
に
処
す
る
。

六
、
武
力
攻
撃
事
態
に
至
っ
た
と
き
の
対
処
基
本
方
針
に
係
る
国
会
承
認
等
の
手
続
が
新
設
さ
れ
る
こ
と
に
伴
い
、
防
衛
出
動



- -3

命
令
の
手
続
に
つ
い
て
所
要
の
整
備
を
行
う
。

七
、
防
衛
出
動
を
命
ぜ
ら
れ
た
職
員
で
政
令
で
定
め
る
も
の
以
外
の
も
の
に
対
し
防
衛
出
動
手
当
を
支
給
す
る
こ
と
と
す
る
と

と
も
に
、
防
衛
出
動
手
当
を
公
務
災
害
補
償
の
平
均
給
与
額
算
定
の
基
礎
に
加
え
る
。

八
、
こ
の
法
律
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
罰
則
に
関
す
る
規
定
は
、
公
布
の
日
か
ら
起
算
し
て
三
月
を
経
過

し
た
日
か
ら
施
行
す
る
。

な
お

本
法
律
案
に
つ
い
て
は

衆
議
院
に
お
い
て

防
衛
出
動
命
令
に
係
る
要
件
に
関
し

外
部
か
ら
の
武
力
攻
撃

外

、

、

、

、
「

（

部
か
ら
の
武
力
攻
撃
の
お
そ
れ
の
あ
る
場
合
を
含
む

」
を
「
我
が
国
に
対
す
る
外
部
か
ら
の
武
力
攻
撃
が
発
生
し
た
事
態

。
）

又
は
武
力
攻
撃
が
発
生
す
る
明
白
な
危
険
が
切
迫
し
て
い
る
と
認
め
ら
れ
る
に
至
っ
た
事
態
」
に
改
め
る
等
の
修
正
が
行
わ
れ

た
。


